
サンプルテキスト

■事業内容■ 

  

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 
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国土交通省が、工場排水を直接受け入れる自治体の下水処理場において、通常、排出量の多さに合

わせて決めている処理料金を、汚れの度合いで割引も可能とする新制度の検討作業を進める考えで

す。 

新制度では、あらかじめ設けた水質のランクなどに応じて、汚れがひどい場合はこれまでと同様に

割増料金を加算する一方、きれいな場合はその清浄度に応じて水量(立方メートル)単位の料金を引

き下げ、割り引くことを想定しています。 

国内の下水処理全体に占める工場排水の比率は家庭からの生活排水に比べて少ないとみられて

いますが、下水道普及率が高い首都圏などの一部処理場では、工場排水の受け入れが生活排水を上

回るところもあります。 

各工場に排水浄化のための設備導入を促し、下水処理場の投資負担の軽減にもつながること、ま

た、排出が多いほど高くなる現行の従量料金制度を、水質のよしあしで柔軟に変えられるように改め

るのが狙いとみられます。 

 

資料：2004 年 1 月 15 付 日本工業新聞 P1 
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